
別記様式 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自動車保管場所管理ファイル 

行政機関等の名称 香川県警察本部長  

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

交通部交通規制課、東かがわ警察署、さぬき警察署、高松東警

察署、小豆警察署、高松北警察署、高松南警察署、坂出警察署、

高松西警察署、丸亀警察署、琴平警察署、三豊警察署、観音寺

警察署 

個人情報ファイルの利用目的 
自動車保管場所証明等の管理の適正化及び効率化に資するため

に利用する。 

記録項目 

１受理・受付番号、２申請区分、３登録番号・車両番号・前車

番号、４車名、５型式、６車台番号、７長さ・幅・高さ、８使

用の本拠の位置、９保管場所の位置、10申請年月日、11申請者

住所・氏名・電話、12代理申請者住所・氏名・電話、13駐車場

名称、14駐車場住所、15所有者氏名・住所、16駐車場管理者名・

住所・電話、17収容情報、18区画情報 

記録範囲 

自動車の保管場所の確保等に関する法律に定める申請者、届出

者、申請者等から委任を受けた代理人、自動車を収容する保管

場所の駐車場所有者 

記録情報の収集方法 

申請者又は委任を受けた代理人からの自動車保管場所証明申請

書の提出、自動車保管場所届出書等の受付及び電気通信回線を

通じた申請等情報の通知の受信 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）香川県警察本部警務部総務課 

（所在地）〒760-8579 香川県高松市番町４－１－10 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考  

 


